
　平成26年4月1日より消費税率が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）に

ついては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　六ヶ所村の令和2年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

76,000 千円

2,625,470 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

395,461 272,208 0 685 4,820 117,748

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

206,448 48,329 0 310 6,206 151,603

児童福祉事業
（子育て支援事業）

940,022 186,160 0 111,715 25,254 616,893

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

10,650 4,100 0 0 258 6,292

その他 46,335 1,683 0 0 1,756 42,896

小　計 1,598,916 512,480 0 112,710 40,023 933,703

国民健康保険事業
（繰出金）

154,598 35,061 0 0 4,701 114,836

介護保険事業
（繰出金）

218,997 8,298 0 0 8,286 202,413

後期高齢者医療事業
（繰出金）

107,296 22,784 0 0 3,324 81,188

その他 34,135 0 0 0 1,342 32,793

小　計 515,026 66,143 0 0 15,996 432,887

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

343,628 0 0 0 13,514 330,114

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

35,604 0 0 0 1,400 34,204

健康増進事業
（がん検診事業等）

131,009 1,525 0 87 5,089 124,308

その他 1,287 0 0 0 49 1,238

小　計 511,528 1,525 0 87 19,981 489,935

2,625,470 580,148 0 112,797 76,000 1,856,525

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

その他

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

合　　計

社会福祉

社会保険

保健衛生

その他

分　類 事　業　名
令和2年度
当初予算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債


